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有限会社三和タクシーが，「三次市民バス三和町線」で使用する車両について，「移動等円滑化のため

の必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に

関する基準を定める省令（平成 18年国土交通省令第 111 号。（以下，「省令」という。））第 43条の規定

に基づく，移動円滑化基準適用除外の認定を受けるため，三次市地域公共交通会議の合意を求めるもの

です。 

 

「移動円滑化基準適用除外」とは 

 「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。（以下，「バリア

フリー法」という。））」では，原則として，車両の新規導入の際には，省令に定める移動円滑化基準に適

合した車両の導入を義務付けています。 

 ただし，道路や地形上の問題等により移動円滑化基準を満たすことが困難などの合理的な理由のある

場合には，地方運輸局に申請し，認定を受けることで，移動円滑化基準の一部が適用除外となります。 

なお，この認定申請にあたり，必要に応じて地域公共交通会議等（三次市地域公共交通会議）での協議

を調えることとされています。 

 

１ 適用除外認定を受けようとする車両の使用者 

 有限会社三和タクシー（広島県三次市三和町敷名４７９１番地２） 

 

２ 適用除外認定を受けようとする路線 

 三次市民バス三和町線（下板木コース，敷名コース，上山コース，板木コース） 

 

３ 適用除外認定を受けようとする車両の概要 

№ 車名 型式 乗車定員 長さ 幅 高さ 車両総重量 

１ 三菱 ローザ 2RG-BG740G 29 人 6,990mm 2,010mm 2,760mm 5,775kg 

 

４ 認定により適用を除外する移動円滑化基準の条項及び内容 

№ 条項 内容 基準値等 申請値等 

１ 第３７条第２項第１号 乗降口の幅 800mm 以上 605mm 

２ 第３７条第２項第２号 乗降口のスロープ板等 有 無 

３ 第３８条第１項 床面の高さ 650mm 以下 700mm 

４ 第３９条 車椅子スペース 有 無 

５ 第４０条第１項 通路の有効幅 800mm 以上 320mm 

 

５ 認定を必要とする理由 

 当該路線は，経路上に幅員が狭隘な箇所があり，車幅が２．１ｍ以下の車両を使用する必要があること

から，移動円滑化基準への適合が困難であるため，適用除外の認定申請をしようとするするものです。 

 なお，車椅子利用者等については，福祉タクシー事業者を手配するなど，移動が円滑に行われるよう対

応する。また，三次市では，三次市福祉タクシー等事業実施要綱を定めて，「福祉タクシー等助成制度」

による支援も行っている。 

協議事項１ 三次市民バス車両の更新（移動円滑化基準の適用除外認定申請）について 



令和７年９月２９日 

令和７年度第３回三次市地域公共交通会議資料 

 

- 2 - 

 

 

 

 

１ 車両図面 

 

  

移動円滑化基準適用除外認定申請に係る資料 

①乗降口の幅 

②床面の高さ 

③通路の幅 
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２ 実測写真 

 

  

  

  

  

605mm 

605mm 

245mm 

245mm 

70mm 

70mm 

215mm 

215mm 

170mm 

170mm 
320mm 

乗降口の幅 乗降口の幅 

床面の高さ 床面の高さ 

床面の高さ 床面の高さ 

床面の高さ 通路の幅 
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３ 路線図 

３ 路線図 
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三次市内を運行する６つの系統（※）については，国の地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィー

ダー系統確保維持計画）の認定を受け，国庫補助金の交付により運行の支援をいただいています。この事

業の実施にあたっては，地域公共交通会議において「地域内フィーダー系統確保維持計画」を策定する必

要があり，令和７年６月に実施した第１回三次市地域公共交通会議による協議を経て，中国運輸局に提出

しています。 

このたび，フィーダー系統である「赤名線」及び「下高野線」について，運行事業者である備北交通

株式会社の運転士不足による運行日数及び運行回数の変更に伴い，地域内フィーダー系統確保維持計画

の内容に変更が生じたため，本会議にてお諮りのうえ，計画の変更について届出するものです。 

 

（※）地域内フィーダー系統確保維持計画認定系統 

系統名 種別 運行区間等 運行事業者等 

くるるん 
路線バス 

（市街地循環バス） 
三次町・南畑敷町を循環 備北交通(株) 

赤名線 路線バス 赤名（飯南町）～三次 備北交通(株) 

下高野線 路線バス 新市車庫（庄原市）～三次 備北交通(株) 

作木線② 
路線バス 

（三江線代替バス） 
道の駅 GR 大和（美郷町）
～口羽（邑南町）～三次 

備北交通(株) 

川の駅三次線 
路線バス 

（三江線代替バス） 
川の駅常清～三次 (有)君田交通 

さくぎニコニコ便 自家用有償旅客運送 作木町内（区域運行） NPO 法人元気むらさくぎ 

 

１ 変更内容 

 系統名①：赤名線（①・②） 

 変更内容：計画運行日数，計画運行回数，系統図及び時刻表の変更 

 

系統名②：下高野線 

 変更内容：計画運行日数，計画運行回数及び時刻表の変更 

 

２ 変更予定日 

 令和７年 10月１日（ただし，赤名線①の土休日ダイヤ及び下高野線の休日ダイヤは，令和８年４月 

１日に再度変更（復旧）予定。） 

 

３ 関連資料 

 ⑴ 表１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者 

                                ・・・【本資料 10 ページ】 

 ⑵ 系統図（赤名線①，赤名線②）               ・・・【本資料 11～12 ページ】 

 ⑶ 時刻表（赤名線①・赤名線②，下高野線）          ・・・【本資料 13～14 ページ】 

 ⑷ 運行日数・回数算出表                   ・・・【本資料 15 ページ】  
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⑴ 表１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者 
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⑵－１ 系統図（赤名線①）
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⑵－２ 系統図（赤名線②）
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⑶－１ 時刻表（赤名線①・赤名線②） 

 




